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事故後、7年目を迎えて
平成 23 年 3 月 11 日に発生したあの未曾有の東日本大震災から 7 年目を迎えます。
原発事故の発生は非常に恐ろしいことが起こったとの認識はありましたが、福島第一原発から 60K ｍも離

れている当市は関係ないと思っておりました。しかし突然、SPEEDI の値が公表され、我々のふるさと伊達
市にも放射能が降り注ぎ、当市の空間線量が高い事が分かって以降、試行錯誤しながら対策に取り組みました。

手探りでの除染、一部住民の一時的避難、ガラスバッジやホールボディカウンターによる被ばく管理、食
品の放射能検査など、必要があると考えられる対策に夢中で取り組んできたのですが、あれから６年が過ぎ
ようとしており、正に「光陰矢のごとし」ということを実感するところです。

昨年７月に、南相馬市小高区などが避難解除になり、今年 3 月 31 日には隣の川俣町山木屋地区、飯舘村
などの居住制限区域及び避難指示解除準備区域の解除が予定されております。これは、除染が進んだことに
より空間線量が低下し規定値を下回ったからですが、時間の経過と共に放射能の半減期による効果と雨風に
よるウエザリング効果と呼ばれるものによって理論値よりも低下が顕著であるとのことです。

過日、飯舘村長にお会いする機会があり、「毎日役場に川俣から通っているのですか」と聞いたところ、「そ
うですが、試験的な長期宿泊が認められているので既に飯舘の自宅から通っています。自宅は良いですねー。」
と言っておりました。

ところで今年になって、私は既に 6 回も上京しておりますが、そのうち 4 回はあんぽ柿の風評被害対策の
一環としての「銀座ミツバチプロジェクト」が支援する活動のためです。その際、銀座の老舗のご主人と話
す機会があり、銀座の有名な果物店である千

せ ん

疋
び き

屋
や

で扱ってくれていないことに対して、「千疋屋では扱っても
良いと考えているのだが、そこのお客さんは自分で食べるのではなくほとんどが贈答用であるため、相手先
のことを考えると福島産を使うわけには行かない、とのことなので、ここが難しいところなんだ」と言って
おりました。

福島でも、「給食に福島産を使うな！」と言う人もいることや、当市でも未だ自主避難が解消されていない
こともあることを考えると、風評被害の完全な払拭はなかなか難しいことであるとつくづく思わされます。

満 6 年目が経過した今、放射能を正しく理解し科学的な態度で、みんなの心の中に有る風評的不安、そして、
それが風評被害の元になっていることを認識して行かなければならないと思うところです。

伊達市長　仁志田 昇司

ほっと癒
い や

される　〜布川3番組仮置き場（月舘町）絵画掲示式〜
春を感じ始めた 2 月 17 日、布川 3 番組地区の仮置き

場への絵画掲示が行われました。この絵画掲示は、保
原高等学校美術部が震災後に復興の願いを込めて始めた

「がれきに花を咲かせようプロジェクト」で、この作品
で 6 作目。月舘町では初めての掲示となりました。

式では、布川 3 番組地区民と保原高等学校美術部の
生徒が参加し、「月舘の冬」をイメージした絵画を掲示。
齋藤亮次布川自治振興会会長が「この地域や通る人たち
がほっと癒

い や

される絵画をありがとう」と感謝の言葉を述
べ、会場は笑顔と大きな拍手で包まれました。
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　福島県立医科大学放射線健康管理学講座助手の宮崎真さんらが
行った解析の結果からわかったことについて、解説をいただきまし
た。

　福島第一原子力発電所の事故後、伊達市では2011年8月から市民
を対象としたガラスバッジによる外部被ばく線量測定を実施してき
ました。意外なことに、このように大規模で、長期にわたり途切れ
なく外部被ばく線量を実測する取り組みは、これまでの放射線事故
でも、福島第一原子力発電所事故後でも、他に例がありません。
　ガラスバッジの実測結果と住む場所の空間線量率の関係について
は、実はすでに2012年7月～2013年6月にかけてそれぞれに測定さ
れた結果について解析が行われています。そのあらましは「だて復
興・再生ニュース第８号」に掲載され、皆さまもお目にされたこと
と思います。
　その結論は、「ガラスバッジの線量は、伊達市が行った一斉放射線

量測定の結果とよく比例し、その比例係数はおよそ0.2～0.3倍となる。」式で表すと、「ガラスバッジの線量
（1時間あたりに換算）＝0.2～0.3×一斉放射線量測定による空間線量率」となります。
　私たちは、上記の解析をさらに深めて、ガラスバッジでより長い期間にわたり実測された線量と、航空機
モニタリング調査により測定された住む場所の空間線量率とを対応させる手法を確立して、両者の間にどの
ような関係があるのかを調べました。

　結論は、以下の3点になります。

○ ガラスバッジの線量は、住む場所の航空機モニタリング調査による空間線量率に良く比例し、その比例係
数はおおよそ0.15倍でした。式で表すと、「ガラスバッジの線量（1時間あたりに換算）＝0.15×航空機
モニタリング調査による空間線量率」となります。

○ この比例関係は、ガラスバッジ測定と対応する航空機モニタリング調査の時期を変えても変化しませんで
した。つまり、時間の経過に伴う線量の下がり方が、ガラスバッジの線量と航空機モニタリング調査によ
る空間線量率の間で違わないことを示しています。

○ 実際の測定結果にもとづく解析によって得られた比例係数0.15は、環境省が2011年に採用した空間線量
率から実効線量への換算係数0.6（「実効線量＝0.6×空間線量」で示されます）が、結果的に4倍ほど安
全側に立つ係数であったことを示しました。

　なお、一斉放射線量測定と航空機モニタリング調査との対比で比例係数が異なるのは、前者の測定値が後
者よりも低め（係数として0.7倍程度）になることに起因します。

　結果として、ある場所の空間線量率からその場所に住む方々の個人線量を精度よく推定出来ることが、伊
達市の取り組みから明らかになりました。この結果は、今後の伊達市の皆様の生活の改善のみならず、これ
から生活が始まる避難指示解除区域の方々や、未来のどこかで起こるかもしれない原子力事故の際にお役に
立つのではないか、と私たちは考えています。今後も検討を重ね、この貴重な取り組みから後世に残すべき
知見を見出す役割をしていきたいと思います。

「伊達市のガラスバッジ測定から明らかになった大事なこと」

問　健康推進課健康管理係　☎ 575-1153

宮崎　真
福島県立医科大学
放射線健康管理学講座助手

伊達市市政アドバイザー
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問　農政課農業振興係　☎ 577-3173

平成28年度あんぽ柿復活への取り組み
安心安全なあんぽ柿で産地再生へ

　平成28年9月福島県において、あんぽ柿及び干し柿を試験的に加工し、放射性物質検査を実施した結
果、一部の製品で基準値(100 Bq/Kg)を超える放射性セシウムが検出されました。そのため県北地方２
市２町（福島市、伊達市、国見町、桑折町）について、福島県より柿を原料とする乾燥果実の加工自粛
が要請され、販売・譲渡・自家用での加工は一切できないこととなりました。
　ただし、あんぽ柿の加工再開モデル地区に設定されたほ場などは、一定の条件を満たす場合にのみ加
工・出荷できます。

１．産地再生に向けた取り組み
　・ 県北地方２市２町（福島市、伊達市、国見町、桑折町）では、加工再開モデル地区を設定し、農業生産

工程管理（GAP）の手法を導入して安全なあんぽ柿生産のための取り組みを進めています。
　・ 本年度より、風評被害払拭事業の一環として、銀座ミツバチプロジェクトと連携しながら東京都銀座

において、加工から乾燥までを行い、収穫祭として伊達市農産物の安全性や美味しさのPRを行いまし
た。また、首相公邸において、首相夫人に対し、五十沢小学校の児童があんぽ柿を贈りました。

２．安全な原料柿の確保
　・ 平成28年７月に実施した幼果期検査において、放射性セシウム濃度

10Bq/kg以下のほ場が80％以上を占める大字及び大字相当地区を加
工再開モデル地区として設定し、伊達市内の大字及び大字相当地区全
てがモデル地区に該当しました。

　・ モデル地区に設定された大字地区の中でも、10Bq/kgを超過したほ
場が50％を超える小字は、小字単位で加工自粛となり、伊達市内の
７小字が加工を自粛しています。

３．加工及び出荷の条件
　①トレー製品
  生産者住所、加工場、干場、原料柿の栽培ほ場がモデル地区内にあり、原料柿を採取するほ場が幼果期

検査に合格している生産者について加工出荷が可能となります。加工後は、伊達地域５ヵ所の検査場で
全量非破壊検査を実施し、基準値(100 Bq/Kg)以下であることを確認した製品を出荷しています。

　②個包装製品
  今年度からトレー製品出荷の条件に加えて、さらに一定の条件を満たした生産者に限って、個包装製品

の加工・出荷が可能となりました。加工後は、伊達地域２カ所の検査場で全箱非破壊検査を実施し、基
準値(100 Bq/Kg)以下であることを確認した製品を出荷しています。
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　平成29年3月31日で借り上げ住宅等の供与期間が終了されます。借り上げ住宅等に入居していた人が自宅
等へ移転した場合に要した費用について、補助金が交付されます。

　県では、東日本大震災により避難されている方などに対し、ふるさとの情報をスマートフォンやタブレッ
トを通して伝える「帰還支援アプリ」を公開しております。
　このたび、アプリに以下の機能を追加しましたので、ぜひアップデートしてご利用ください。

①対象世帯
　県内外の借り上げ住宅等から県内（県内避難世帯は伊達市）の自宅等へ平成29年3月31日までに移転した
世帯。

②補助額
　●県外から県内自宅等への移転　　　10万円（単身は5万円）
　●県内から伊達市内自宅等への移転　 5万円（単身は3万円）

③申請方法
　●「応急仮設住宅退去等確認書」を伊達市放射能対策課に提出し、確認を受けてください。
　●確認を受けた書類と補助金交付申請書等の必要書類を福島県避難者支援課へ郵送してください。

④申請書類
　申請書類は伊達市放射能対策課窓口に備え付けてあります。また、福島県避難者支援課ホームページから
ダウンロードもできます。

⑤申請期限
　●伊達市への「応急仮設住宅退去等確認書」の提出期限
　　自宅等への移転完了日から3カ月を経過した日の属する月の15日（3月中の移転は6月15日まで）
　●福島県への補助金講申請期限（当日消印有効）
　　自宅等への移転完了日から3カ月を経過した日の属する月末日（3月中の移転は6月30日まで）

●自治体の新着情報を表示する機能
●施設やイベントの検索機能
●目的地までのルート案内機能

手続きは終わりましたか
福島県ふるさと住宅移転（引越し）補助金の申請は6月で受付が終了します。

ふるさとの情報がわかる
「帰還者支援アプリ」に新たな機能が追加されました。

問　放射能対策課企画支援係　☎ 575-1126

問　福島県情報政策課　☎ 521-7133

アプリの
アイコンイメージ

ダウンロード
サイト用
ＱＲコード

　平成28年11月10日発行のだて復興・再生ニュース2-3ページのガラスバッジ測定の集計結果につい
て一部に誤りがありました。訂正してお詫びいたします。

【正誤表】
●対象者及び実施期間
【今回】11,243人 → 12,011人

●平均値の推移
【今回】全体　　　0.45 mSv → 0.46 mSv
　　　　Ｂエリア　0.42 mSv → 0.41 mSv

●線量別人数分布（市全体）
【今回】1 mSv未満　91.5％　→91.2％
　　　　1～2 mSv 　  7.8％　→ 8.0％
　　　   5 mSv以上　  0.0％　→ 0.1％

●線量別人数分布（除染エリア別）
【今回】Ａエリア1 mSv未満　 83.4％　→83.1％
　　　　　　　　1～2 mSv 　 15.1％　→15.4％
　　　　　　　　3～4 mSv　　 0.3％　→  0.2％
　　　　　　　　5 mSv以上　   0.0％　→  0.1％
　　　　Ｂエリア1 mSv未満　 95.9％　→96.1％
　　　　　　　　1～2 mSv　　 4.0％　→  3.8％


